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安城市は今年 3月、災害ボランティアセンター運営事務局マニュアル(マ

ニュアル)の見直しを行いました。大規模な災害発生に伴うボランティアの

受け入れを行う際には、災害ボランティアセンター(センター)がその対応

を担うこととなっており、センターの人員数などはマニュアルで取り決め

がなされています。

今回の見直しの内容としては大きく二点あります。まず一つ目は、これ

までは不明確だった災害発生時におけるセンター設置の判断基準が明確化

されたことです。具体的には、以下の様な場合にセンターが設置されるこ

ととなりました。

・住家滅失世帯数が 100 世帯以上に達するなど災害救助法の適用基準を超

える被害が生じたと判断される場合

・市内で震度 6弱を観測し相当な被害が出た場合

・災害対策本部長が必要と認めた時

二つ目に、センター運営に携わる職員の特定がなされました。センター

は安城市と社会福祉協議会(社協)で構成されますが、その体制について従

来は「安城市市民協働課〇人」「社協〇人」といった書きぶりでした。こ

の度の見直しでは、誰が何の役割を担うかが明確化され、職員の個人名が

記されるようになりました。

また、ボランティア受け入れに際し、いわゆる“現場仕事”を担うボラ

ンティアコーディネーターの人員数などについては、今後さらに適正な態

勢を検討していくことになります。
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